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統合スクリーニングリストのページにアクセスする
(方法その１）1-1

◼ 以下のリンクをクリックすると、商務省国際貿易局の統合スクリーニングリスト（CSL）ページを

開きます。https://www.trade.gov/consolidated-screening-list

米商務省国際貿易局のCSLのページ
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https://www.trade.gov/consolidated-screening-list
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統合スクリーニングリストのページにアクセスする
（方法その２）1-2

◼ 米商務省産業安全保障局（BIS）のページからもアクセスできます。以下のリンクをクリックします。

https://www.bis.doc.gov/

◼ BISのウェブページで「Consolidated Screening List」のアイコンをクリックし、「Continue 

to the external site」をクリックすると、CSLのページにリダイレクトされます。

こちらをクリックします。

こちらをクリックします。

米商務省産業安全保障局（BIS）のウェブページ BISのウェブページからCSLのページに
リダイレクトされます
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https://www.bis.doc.gov/
https://www.bis.doc.gov/urlmessages/consolidated_list_hp.html
https://www.trade.gov/consolidated-screening-list
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CSLの検索ページを開く2

◼ Consolidated Screening List Search Engineをクリックすると、CSLの検索ページが開きます。

こちらをクリックします。

CSLの検索ページ米商務省国際貿易局のCSLのページ
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https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search
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取引検討企業の検索方法3

◼ 検索ボックスに企業名を入力することや、制裁リスト、国名を選択することで、CSLに入っている

13の制裁リストを一度に検索できます。

①名前検索

②あいまいな名前検索機能

③住所検索

④制裁リスト検索

⑤国・地域検索

① Name（名前検索）
企業名、事業体名、またその別名で検索しま
す。

② Fuzzy Name（あいまいな名前検索機能）
offに設定すると、検索対象の名前のスペルが
正しくなければ結果が得られません。
onに設定すると、検索する名称のスペルが正
確でない場合に、各検索結果のスコアを確認
することで、その名称とどの程度一致してい
るかがわかります。

③ Address（住所検索）
企業、事業体の住所、都市名、州・省・県名、
郵便番号を検索します。

④ Sources（制裁リスト検索）
検索したい制裁リストを選択します。

⑤ Countries (国・地域検索)
検索したい国・地域を選択します。

CSLの検索ページCSLの検索項目
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CSLに含まれる制裁リストの概要4

◼ CSLでは、米国商務省、国務省、財務省が管轄する13の制裁リスト（注）を一括検索できます。

管轄省庁 制裁リスト 概要

商務省産業安全
保障局 （BIS）

Denied Persons List（DPL）
輸出権限をはく奪された個人および企業リスト。米国企業等はリスト掲
載者への輸出が禁止されている。

Unverified List（UVL）
輸出許可前の確認や出荷後の検証を十分に実施することができない企
業・団体のリスト。

Entity List（EL）
大量破壊兵器拡散の懸念がある、または米国の安全保障・外交政策上の
利益に反する企業・団体のリスト。

Military End User (MEU) List 米国製品を軍事転用する恐れがある外国事業体を特定したリスト。

国務省国際安全
保障・不拡散局

Nonproliferation Sanctions
米国のさまざまな法的権限の下、核拡散行為に従事する個人、民間団体、
政府のリスト。

国務省国防貿易
管理局

ITAR Debarred List
武器輸出管理法（AECA）の違反者リスト。

財務省外国資産
管理局（OFAC）

Specially Designated Nationals (SDN) List
国家の安全保障を脅かすものと指定した国や企業、個人などのリスト。

Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
シリアまたはイランに対する米国の制裁に違反した外国人個人および団
体のリスト。米国人による、あるいは米国内でのFSEを含む取引は禁止さ
れている。

Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
ロシア経済の特定セクターで活動する個人のリスト。米国人が一定期間
を超える新規債務取引、融資が禁止される。

Correspondent Account or Payable-Through 
Account Sanctions (CAPTA) List

コルレス口座またはペイヤブル・スルー口座制裁の対象となる外国金融
機関のリスト。

Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-
MBS List)

2014年のウクライナ自由支援法などの法令または他の権限に基づいて課
されてきた特定の非SDNメニューベースの制裁の対象となる者のリスト。

Non-SDN Chinese Military-Industrial 
Complex Companies (CMIC)

監視技術分野を含む中国の軍事産業に関わる中国企業のリスト。

Non-SDN Palestinian Legislative Council 
(NS-PLC) list

パレスチナ立法評議会（PLC）のメンバーのうち、ハマスの政党票によっ
てPLCに選出された議員らのリスト。

（注）詳細については、米商務省国際貿易局統合スクリーニングリスト（CSL）の利用ガイドP2 ～3を参照。
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https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list
https://bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/unverified-list
https://bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
https://bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern
http://www.state.gov/t/isn/c15231.htm
https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/foreign-sanctions-evaders-fse-list
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/sectoral-sanctions-identifications-ssi-list
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/capta_list.aspx
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list/non-sdn-menu-based-sanctions-list-ns-mbs-list
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list/ns-ccmc-list
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list/non-sdn-palestinian-legislative-council-ns-plc-list
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取引検討企業を実際に検索してみる5-1

◼ CSLで●×国のautomated procurementという企業を調べてみます。

Onを選択します。

●×国と英語で入力するか、
●×国を選択します。

検索ページで以下の通りに入力します。
Name： automated procurement
Fuzzy Name： Onにします。
Countries： ●×国と英語で入力するか、 ●×国を選択します。

CSLの検索ページ

Searchをクリックします。

automated procurement
と入力します。

CSL利用ガイド
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取引検討企業を実際に検索してみる5-2

◼ 検索の結果、1件が表示されました。この企業をクリックしてみます。

クリックします。

検索結果
1番目をクリックしてみます。

CSL利用ガイド
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取引検討企業を実際に検索してみる5-3

◼ 1番目をクリックすると、以下のとおり制裁リストの内容が表示されます。

制裁リストの内容（次のページで解説します。）
制裁リスト名

制裁開始日

連邦官報公示

企業・事業体名

ライセンス要件

ライセンス方針

検索スコア

制裁リストURL

制裁リスト情報
URL

住所

企業名別名

AA 

 C2-1   . 

111111 

CSL利用ガイド



11Copyright © 2022 JETRO. All rights reserved.

取引検討企業を実際に検索してみる5-4

◼ 制裁リストの記載内容です。Automated Procurementは商務省産業安全保障局が管轄するエン

ティティ・リストに掲載されており、EARの対象となる全ての品目はライセンス（事前許可）が必要

ですが、ライセンスの承認は常に不許可となっています。

制裁リスト内容と解説

記載項目 記載内容と解説

Source（制裁リスト名） Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security
エンティティ・リスト（商務省産業安全保障局）

Start Date（開始日） 2022-04-07T00:00:00Z 2022年4月7日0時00分

Federal Register Notice
（連邦官報公示）

▲▲ FR 20299（連邦官報▲▲号20299ページ）
連邦官報での公示内容を確認できます。https://www.federalregister.gov/

Name（企業・事業体名） Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
（有限会社国家防衛発注自動入札システム）

License Requirement
（ライセンス要件）

For all items subject to the EAR (See § 744.11 of the EAR)
米国輸出管理規則（EAR）の対象となる全ての品目については、EARの744.11License Requirements 
That Apply To Entities Acting Or At Significant Risk Of Acting Contrary To The National Security 
Or Foreign Policy Interests Of The United States（米国の国家安全保障または外交政策に反する行為を
行う、またはその危険性が高い事業体に適用されるライセンス要件）を参照すること

License Policy（ライセンス方針） Policy of denial.（常に不許可）

Score（検索スコア） 100

Source List URL
（制裁リストURL）

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list

Source Information URL
（制裁リスト情報URL）

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list

Alternative Names
（企業名別名）

AST GOZ LLC

Addresses（住所） 1. 78/1 Profsoyuznaya St. Moscow 117393 RU
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https://www.federalregister.gov/
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/2343-part-744-control-policy-end-user-and-end-use-based-2/file
http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list


レポートをご覧いただいた後、

アンケートにご協力ください。
（所要時間：約1分）
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レポートに関するお問い合わせ先

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部 米州課

03-3582-5545

orb@jetro.go.jp

〒107-6006

東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階

◼ 免責条項

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使
用下さい。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、
本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が
生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。

禁無断転載
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経済安全保障・ビジネスと人権に関する貿易投資相談窓口：

日本貿易振興機構（ジェトロ）

お客様サポート部 貿易投資相談課内
TEL：03-3582-5651 https://www.jetro.go.jp/services/advice/

☛ジェトロでは経済安保・ビジネスと人権に関する
相談を受け付けています。

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20220040

https://www.jetro.go.jp/services/advice/
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20220040

